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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第57期中 第58期中 第59期中 第57期 第58期

会計期間

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成20年
１月１日

至　平成20年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
12月31日

(1)連結経営指標等      

売上高（百万円） 86,307 88,878 86,375 182,076 180,017

経常利益（百万円） 3,495 1,971 1,006 7,028 3,019

中間(当期)純利益又は当期

純損失（△）（百万円）
1,689 360 176 2,996 △1,208

純資産額（百万円） 91,078 92,892 85,280 92,236 87,130

総資産額（百万円） 148,539 153,437 144,645 155,151 156,682

１株当たり純資産額（円） 1,865.81 1,906.15 1,765.40 1,890.54 1,804.72

１株当たり中間（当期）純

利益又は当期純損失（△）

（円）

35.31 7.53 3.69 62.62 △25.26

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 60.1 59.4 58.4 58.3 55.1

営業活動によるキャッシュ

・フロー（百万円）
9,265 6,187 8,531 8,696 2,756

投資活動によるキャッシュ

・フロー（百万円）
△2,601 △9,447 △2,382 △6,516 △18,031

財務活動によるキャッシュ

・フロー（百万円）
△417 △146 △7,310 △1,139 8,846

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高(百万円)
22,391 14,900 10,584 17,323 11,708

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（名）

4,917

(1,057)

5,103

(1,233)

5,372

(1,407)

4,907

(1,099)

5,290

(1,385)

(2)提出会社の経営指標等      

売上高（百万円） 67,533 67,942 64,006 138,871 134,929

経常利益（百万円） 2,372 1,350 953 3,888 1,282

中間(当期)純利益又は中間

（当期）純損失（△）

（百万円）

1,211 326 △201 2,039 △1,244

資本金（百万円） 20,167 20,167 20,167 20,167 20,167

発行済株式総数（千株） 50,797 50,797 50,797 50,797 50,797

純資産額（百万円） 82,194 82,417 75,755 82,628 77,885

総資産額（百万円） 124,521 126,105 118,553 128,334 129,856
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回次 第57期中 第58期中 第59期中 第57期 第58期

会計期間

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成20年
１月１日

至　平成20年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
12月31日

１株当たり純資産額（円） 1,717.73 1,722.60 1,583.42 1,726.90 1,627.92

１株当たり中間（当期）純

利益又は中間（当期）純損

失（△）（円）

25.32 6.83 △4.21 42.63 △26.02

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） 14.00 14.00 14.00 28.00 28.00

自己資本比率（％） 66.0 65.4 63.9 64.4 60.0

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（名）

2,309

(295)

2,372

(317)

2,378

(311)

2,304

(297)

2,365

(324)

　注１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　注２．第57期中、第57期及び第58期中は潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益及び連結ベースの潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

第58期については潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び連結ベースの潜在株式調整後１株当たり当期純利

益について、潜在株式がなく、当期純損失のため記載しておりません。

第59期中については潜在株式調整後１株当たり中間純利益について、潜在株式がなく、中間純損失のため記載し

ておりません。また、連結ベースの潜在株式調整後１株当たり中間純利益について、潜在株式がないため記載して

おりません。

　注３．従業員数は、就業人員数を記載しております。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

温水・空調機器 1,932   　(689)

住設システム機器 282   　 (15)

厨房機器 451     (139)　

その他事業 62      (17)　

全社（共通） 2,645  　 (547)

合計 5,372   (1,407)

　注１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、当中間連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

　注２．全社（共通）は、営業部門、管理部門等であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（名） 2,378   　(311)

　注１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、当中間会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(3）労働組合の状況

　当社と労働組合の関係は、組合の結成以来円満に推移しており、特記すべき事項はありません。

名称 ノーリツ労働組合

上部団体 加盟しておりません。

加入団体 全国ガス器機労働組合協議会

結成年月日 昭和48年11月５日

組合員数 1,929名（平成20年６月30日現在）

労使関係 円満な関係にあり、争議行為等特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題の長期化や原油価格の高騰、消

費者物価の上昇等により企業の景況感が悪化するとともに個人消費も伸び悩み、先行き不透明感が強まる状況とな

りました。

　住宅設備業界におきましては、取替需要は若干の増加が見られたものの、建築基準法改正の影響による新設住宅着

工戸数の大幅な減少により、需要全体では前年比減少となり厳しい状況が続きました。

　このような状況のもと、当社グループは「創造２１計画、第３次中期経営計画」のスタートの年として、国内事業

の再構築、海外事業の確立および新規事業の開発を３つの目標に定め、「エコジョーズ」などの高効率温水機器の

拡販、海外における販売拠点の拡大および固定費削減などの経営構造改革に向けた取り組みをすすめてまいりまし

た。

　しかし、当中間連結会計期間における売上高は、販売体制を強化し売上拡大に努めましたが、需要の減少と販売競

争激化の影響をカバーできず863億75百万円（前年同期比2.8％減）となりました。また利益面につきましては、売上

高の減少に加え銅を中心とする素材価格高騰の影響もあり、営業利益は５億30百万円（同61.3％減）、経常利益は10

億６百万円（同49.0％減）、中間純利益は１億76百万円（同51.0％減）となりました。また、個別の業績につきまし

ては連結子会社ノーリツアメリカコーポレーションについて、同社の損益状況、財政状況および今後の見通しなど

を勘案し、健全性の観点から投資損失引当金７億65百万円を特別損失に計上したこと等から、２億１百万円の中間

純損失となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　なお、当中間連結会計期間より事業区分を「温水・空調機器」、「住設システム機器」、「厨房機器」、「その他事

業」に変更しておりますが、当期よりセグメント情報を開示しておりますので、セグメントの業績については前期

比較をしておりません。

（温水・空調機器）

　温水・空調機器分野では、高効率ガス温水機器「ユコアＧＴエコジョーズ」、「ユコアＧＴＨエコジョーズ」など

環境配慮商品が好調に販売台数を伸ばしましたが、大幅な需要の減少、販売競争の激化により国内温水・空調機器

売上は減少しました。一方、海外ではこれまで順調に売上を拡大させてきた米国でのガス給湯器の販売がサブプラ

イムローン問題の影響もあり計画を下回る結果となりましたが、中国では販売網の拡大により大きく売上を拡大し

ました。その結果、全体の売上高は616億95百万円、営業利益は13億10百万円となりました。

（住設システム機器）

　住設システム機器分野では、販売体制の強化を図り、浴槽自動洗浄機能付システムバス「Ｒｉｚ（リズ）」など独

自性のある商品を軸に販売拡大を目指しましたが競争が激しく、システムバス、システムキッチン、洗面化粧台のい

ずれも販売台数を減少させ、売上高は98億17百万円、営業損失は７億83百万円となりました。

（厨房機器）

　厨房機器分野では、安全性を追求した全口センサー搭載のＳｉセンサーコンロ「Ｓブリンクシリーズ」が着実に

売上を拡大しましたが全体的には販売競争の激化、電化の伸長により売上高は106億66百万円、営業損失は３億46百

万円となりました。

（その他事業）

　その他事業では、エレクトロニクス関連部品の販売が拡大し、売上高は44億78百万円、営業利益は３億49百万円と

なりました。
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（2）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、105億84百万円と前連結会計年度

末と比べ11億24百万円の減少となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は85億31百万円（前年同期比23億43百万円増）となりました。これは主に税金等調

整前中間純利益８億85百万円、減価償却費29億82百万円、売上債権の減少額75億57百万円および仕入債務の減少額

44億88百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は23億82百万円（同70億64百万円減）となりました。これは主に有形固定資産の取

得による支出31億67百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により支出した資金は73億10百万円（同71億63百万円増）となりました。これは主に短期借入金の純減

少額66億37百万円および配当金の支払による支出６億69百万円等によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

温水・空調機器（百万円） 47,058 △7.0

住設システム機器（百万円） 7,133 △16.5

厨房機器（百万円） 10,674 △2.4

その他事業（百万円） 5,110 38.0

合計（百万円） 69,977 △5.2

　注１．金額は、販売価格によっております。

　注２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません（以下の各表についても同様であります。）。

　注３．金額は、セグメント間の取引について相殺消去しております（以下の各表についても同様であります）。

　注４．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを開示したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期

間分を変更後の区分に組み替えて行っております（以下の各表についても同様であります。）。

(2）仕入実績

　当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

温水・空調機器（百万円） 9,413 △3.5

住設システム機器（百万円） 1,894 △10.8

厨房機器（百万円） － －

その他事業（百万円） 27 △29.5

合計（百万円） 11,335 △4.9

　注１．金額は、仕入価格によっております。

(3）受注実績

　見込生産体制をとっておりますので、受注生産は行っておりません。

(4）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

温水・空調機器（百万円） 61,413 △2.0

住設システム機器（百万円） 9,817 △15.6

厨房機器（百万円） 10,666 △2.5

その他事業（百万円） 4,478 22.0

合計（百万円） 86,375 △2.8
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３【対処すべき課題】

(1）会社の対処すべき課題

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度に掲げた課題について重要な変更はありません。

(2）会社の支配に関する基本方針

① 基本方針の内容

　当社は創業以来、神戸市に本社を置き、また昭和37年には隣接する明石市に工場を完成させ、両市を中心とし地

域に密着した企業としてその恩恵を受けるとともに地域の発展に貢献もしてまいりました。この間、当社はグ

ループとして米国・中国等の海外への進出も含め事業領域を広げつつ、事業規模も拡大してまいりましたが、当

社グループが製造・販売する生活設備機器は、今やライフラインの一端を担い、国民の皆様の生活基盤として重

要な役割を果たすまでになっており、当社グループの社会的使命は大きく、公共性が高いと自負しております。

　今後とも、企業理念として掲げる「お湯と健康　愛とやすらぎ　豊かな暮しをつくるノーリツ」を具現化すべく、

広く国民の皆様の間に定着した「お湯を中心とした快適生活」を一層向上させ、それに必要な設備機器及びサー

ビスをさらに改善・発展させるとともに安定的に供給できるよう、国際的な広がりを見せる環境問題にも積極的

に取り組みつつ、企業グループとして健全かつ着実な発展を図っていく所存です。

　これまで当社は企業価値を向上させるべく、さまざまな施策を実施してまいりましたが、平成20年度からは第３

次中期経営計画の実行に取り組んでおります。同計画においては、国内事業の再構築、新規事業の開発、海外事業

の確立という３大テーマを定めて、これを推進することにより連結業績ベースで経常利益の増加、ROEの向上を目

指し、その成果を当社株主の皆様に積極的に還元してまいります。

　さて、資本市場のグローバル化が進展する中、日本における企業買収も、今後ますます増加するものと思われま

す。そのような中、他の製造業と同様、新たな基礎的技術を研究・開発し、これを商品化するまでには長年月を要

する当社においては、中長期的なビジョンに基づいた経営が当社株主の皆様全体の利益、同時に当社商品・サー

ビスの利用者である国民の皆様の利益にも繋がると考えております。

　そこで、上述した事情を踏まえた上で、今後想定される「当社株式の大規模買付行為」についてその対応方針を

策定することとし、大規模買付者に対してその目的や内容、買付対価の算定根拠等の十分な情報提供と十分な熟

慮期間の確保を要請することにより、当社株主の皆様が適切な判断を行えるようにするための措置として平成18

年３月に取締役会決議で「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」を導入いたしましたが、平成19年２月

にこれを改定して、新たに「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を取締役会決議で導

入した後、同年３月開催の株主総会で決議されました。その後、平成20年３月に開催された株主総会後の取締役会

において同対応方針の継続が決議されました。

　当社は、大規模買付行為の是非は当社株主の皆様の判断に従うという考え方を基本に、当社の企業理念に立脚し

た、開かれた経営を進めてまいります。以上のような取組みにより、当社は、今後もさらなる株主重視の経営を推

進し、企業価値の最大化を図ってまいります。

② 不適切な支配の防止のための取組み

　当社取締役会は、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。しかし、株式の

大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益を明確に毀損するもの、大規模買付

行為に応じることを株主の皆様に強要して不利益を与えるおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に対し

大規模買付行為の内容や大規模買付者についての十分な情報を提供せず、対象会社やその株主の買付条件等の検

討や対象会社の取締役会の代替案の提案に要する十分な時間を提供しないもの等、必ずしも対象会社の企業価

値、ひいては、株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないと思われるものも存すると考えられます。

そのような大規模買付行為に対しては、当社としてこのような事態が生ずることのないように、あらかじめ何ら

かの対抗措置を講ずる必要があると考えます。もっとも、そのような大規模買付行為以外の大規模買付行為につ

いては、それを受け入れるべきか否かの最終的な判断は、当社取締役会ではなく当社株主の皆様に委ねられるべ

きものと考えております。

　このように、最終的な判断が当社株主の皆様に委ねられるべき場合において、大規模買付行為に対して当社株主

の皆様が適切な判断を行うためには、当社株主の皆様に十分な情報提供がなされ、かつ十分な熟慮期間が与えら

れる必要があります。このような観点から、本対応方針は、大規模買付者に対して、以下に述べるような情報提供

を行った上で、当社株主の皆様のための熟慮期間が経過するまでは大規模買付行為を開始しないよう求めること

を基本としております。

　なお、当社株主の皆様がこのような判断を行うための十分な情報提供という観点から、大規模買付者自身の提供

する情報に加え、それに対する当社取締役会の評価・検討に基づく意見や、場合によっては当社取締役会による

新たな提案も、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料になると考えます。これは、当社グループ事業の沿革及

び現状に鑑みれば、大規模買付者のみならず当社取締役会からも適切な情報提供がなされることが、当社株主の

皆様が、当社の当面の事業運営ひいては長期的視点に立った経営に有形無形の影響を与え得る大規模買付行為の

買付対価をはじめとした諸条件の妥当性等を判断する上で役立つものと考えられるからです。
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　このような観点から、当社取締役会としては、当社株主の皆様がより適切な判断を下せるよう、大規模買付者に

対して大規模買付行為に関する情報提供を求め、かかる情報提供がなされた後、当社取締役会においてこれを評

価・検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめて一般に公開します。そして、当社取締役会が必要と判断し

た場合は、大規模買付者との交渉、当社株主の皆様への代替案の提示を行うこととします。

　当社取締役会は、上記の基本的な考え方に立ち、大規模買付行為が、これを具体化した一定の合理的なルールに

従って進められることが当社及び当社株主共同の利益に合致すると考え、当社株式の大規模買付行為に関する

ルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求

めます。そして、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当該違反のみをもっ

て、一定の対抗措置を講じることができるものといたします。上記の基本的な考え方に照らし、大規模買付者が大

規模買付ルールを遵守しないこと自体が、当社株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間の確保に

対する脅威であり、当社株主共同の利益を損なうものと考えられるからです。

　もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主

共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合には、当社取締役会は、適切と判断する時点において、当社株

主の皆様の利益を守るために相当と認められる対抗措置を講じることがあります。

　なお、対抗措置を発動する手続きを開始した後に対抗措置を発動することが相当でないと考えられる状況に

至ったときは、当社取締役会は、対抗措置を廃止することがあります。この場合、対抗措置が発動されることを前

提として当社株式の売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

　また、当該ルールを予め設定し透明性を図ることは、当該ルールを設定していない場合に比して、大規模買付者

の予見可能性を確保し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うような大規模買付行為に対して

まで萎縮的効果を及ぼし、これを制限してしまう事態を未然に防止できることにもなると考えております。

　本対応方針の有効期間は、平成22年に開催される当社定時株主総会後、最初に開催される取締役会の終了時点ま

でとします。但し、かかる有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本対応方針を廃止する旨の議

案が承認された場合、又は②当社の取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議がなされた場合、本対応方

針はその時点で廃止されるものとします。従って、本対応方針は、当社株主の皆様のご意向に従って随時これを廃

止させることが可能です。

　また、当社取締役の任期は１年とされているところ、本対応方針については、本年以降、当社定時株主総会の終結

後最初に開催される当社取締役会において、その継続、廃止又は変更の是非につき検討・討議を行います。

　なお、当社は企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本対応方針を見直し、又は変

更する場合があります。

　本対応方針の廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会又は特別委員会が適切と認める事項に

ついて、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って、速やかに当社株主の皆様に対して開示いたします。

③ 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

　本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（１．企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

２．事前開示・株主意思の原則、３．必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足しており、当社取締役会は

本対応方針が高度な合理性を有していると判断しております。

ア) 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判

断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保すること等

を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるもので

す。

イ) 株主の合理的意思に依拠したものであること

　当社は、平成19年３月29日開催の当社定時株主総会において、本対応方針を議案としてお諮りして株主の皆

様の意思を確認させていただいております。

　また、株主意思の確認手続きを実施する場合には、対抗措置の発動に対する当社株主の皆様の直接の意思に

依拠することになります。

ウ) 独立性の高い社外者の判断の重視

　当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株

主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。

　また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行

を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外の弁護士、公

認会計士、税理士及び学識経験者等、並びに社外の経営者の中から当社取締役会が選任しております。

エ) 合理的な客観的発動要件の設定

　本対応方針は、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえま
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す。

オ) 取締役の恣意的判断防止のための措置

　本対応方針は、判断の公正さを担保された特別委員会の勧告に従うように設定されており、また、当該勧告

に従わない場合には、株主意思の確認手続きによって対抗措置の発動に対して株主の皆様の意思を直接反映

することにより、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえま

す。

カ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本対応方針は、当社の株主総会又は株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃

止することができるものとされておりますので、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過

半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

　また、当社は取締役の任期を１年としているため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成

員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありませ

ん。
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４【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、新たに決定又は締結した経営上の重要な契約等はありません。

５【研究開発活動】

　当社グループは、お客様に当社製品を安心して使っていただくために、各分野にわたって研究開発に取り組み、最先

端技術を駆使しながら熱源機器の多機能化、大能力化、対環境性能の向上等の更なる改善を推進し、先端技術分野で今

後の事業の中心となる製品の研究開発を進めております。

　現在の研究開発は、当社商品事業本部の各開発設計室において、温水・空調機器、住設システム機器、厨房機器を中心

に推進されております。

　当中間連結会計期間における研究開発費の総額は3,048百万円であり、事業の種類別セグメントの研究の目的、主要課

題、研究成果は次のとおりであります。

（温水・空調機器）

　環境問題への関心の高まり、そして国のエネルギー政策を背景に、温水機器は法令対応、空調機器は新技術に注力し

てまいりました。

　軽量化、コンパクト化した石油暖房専用熱源機「OH-Gシリーズ」を発売。熱効率は省エネ法に対応しました。また

「電気電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」（JIS C0950通称：J-Moss）で定めている、特定化学物質（６物

質）の含有率を、J-Mossで定める基準濃度以下にすると共に、ノーリツ独自の11種類を加えた全17物質を全廃（基準濃

度以下にする）して、環境への負荷の低減をさらに実現しました。これにより、適切に管理された化学物質を使用した

機器のさらなる普及を目指します。また㈱ハーマンでは、省令改正に伴う新技術基準に対応した「開放式ガス小型湯

沸器」を発売しました。2007年２月の開放式小型湯沸器の事故を受け、経済産業省は同年２月９日に再発防止策を発

表、その中の「安全基準を厳格化」という内容に合わせて省令上の安全基準を改正し、本年４月１日に省令が施行さ

れる予定です。今回はその「新技術基準」に基づいて安全性能の見直しを行い、新製品として発売いたします。

　空調機器の壁掛け型浴室暖房換気乾燥機「ドライホット」は㈱神戸製鋼所が開発した高機能抗菌めっき技術「ケニ

ファイン」を採用し、浴室内の浮遊カビ菌の増殖を抑制する「クリーンアシスト機能」を搭載しました。「クリーン

アシスト機能」は浴室内の空気を循環させながらフィルターで浮遊カビ菌を捕集し快適な浴室環境を提案します。

　当セグメントにおける研究開発費は1,006百万円であります。

（住設システム機器）

　普及型タイプのシステムキッチン「ベステ」をモデルチェンジしました。使う人にやさしいキッチン「ベステ」は、

30代以降の各世代が、住宅事情や、インテリア志向といったニーズに合わせて、自由にカスタマイズできるキッチンで

す。好評の「ワークアシストバー」がさらに進化して「らくポケ」として新登場しました。洗い物などのシンク作業

時の際の足への負担を軽減する効果はそのままに、シンク下の部分が引き出せ、使用頻度の高い調理器具などを収納

できます。楽な姿勢で出し入れしやすい位置にあり、さらにお弁当でよく使用するしょうゆ入れなどの小物を収納す

る回転トレイも装備されています。

　当セグメントにおける研究開発費は214百万円であります。

（厨房機器）

　業界自主基準として、(1)調理油過熱防止装置（天ぷら油過熱防止装置）、(2)立消え安全装置、(3)消し忘れ消火機能を

全機種・全バーナーに、(4)早切れ防止機能を全機種に搭載したガスビルトインコンロ「Ｓｉセンサーコンロ」のライ

ンナップを強化しました。好評の「スタイリッシュブリンクシリーズ」に新たに「スタイリッシュブリンク　プレミ

アムカラーシリーズ」として、フェイスパネルにもより上質な美しさを追求したポリカーボネート樹脂の採用で、コ

ンロとしては異色の「オレンジ」や斬新で落ち着きのある「スミ＜墨＞」など４色を追加しました。

　当セグメントにおける研究開発費は264百万円であります。

　なお、上記以外にその他事業における研究開発費は105百万円およびセグメントに関連付けられない基礎的研究開発

費が1,456百万円あります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更はありま

せん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 156,369,000

計 156,369,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年９月22日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 50,797,651 50,797,651

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

－

計 50,797,651 50,797,651 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年１月１日

～

平成20年６月30日

－ 50,797 － 20,167 － 22,956
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

スティール パートナーズ 

ジャパン ストラテジック 

ファンド オフショア,エル・

ピー

（常任代理人　香港上海銀行

東京支店）

P.O.BOX 30362SMB,3rd FLOOR,

HARBOUR CENTRE,

NORTH CHURCH STREET,GEORGE TOWN,

GRAND CAYMAN,CAYMAN ISLANDS,B.

W.I

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

9,500 18.70　

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 2,967 5.84　

㈱ノーリツ 神戸市中央区江戸町93番地 2,954 5.81

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,199 4.33　

ノーリツ取引先持株会 神戸市中央区江戸町93番地 1,488 2.92　

太田　敏郎 神戸市東灘区 1,350 2.65　

ノーリツ従業員持株会 神戸市中央区江戸町93番地 1,242 2.44　

日本電気硝子㈱ 滋賀県大津市晴嵐２丁目７番１号 1,119 2.20　

ＴＯＴＯ㈱ 北九州市小倉北区中島２丁目１番１号 1,100 2.16　

㈱群馬銀行 群馬県前橋市元総社町194番地 1,087 2.13　

合計 － 25,009 49.23　
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  2,954,900
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 47,760,700 477,607 －

単元未満株式 普通株式     82,051 － －

発行済株式総数 50,797,651 － －

総株主の議決権 － 477,607 －

　注１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含まれて

おります。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

㈱ノーリツ
神戸市中央区江戸町

93番地
2,954,900 － 2,954,900 5.81

計 － 2,954,900 － 2,954,900 5.81

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 1,410 1,268 1,294 1,377 1,370 1,350

最低（円） 1,131 1,075 1,103 1,200 1,191 1,250

　注１．最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び新職名 旧役名及び旧職名 氏名 異動年月日

取締役兼専務執行役員
品質保証推進本部長
お客さま部長

取締役兼専務執行役員
品質保証推進本部長

中山　豊 平成20年８月１日

取締役兼常務執行役員
商品事業本部長
商品事業本部　温水空調事
業部長

取締役兼常務執行役員
厨房機器事業推進部長

西端　雄二 平成20年９月１日

取締役兼常務執行役員
経営統括本部長

取締役兼常務執行役員
営業本部長
物流システム部管掌

國井　総一郎 平成20年９月１日

取締役兼常務執行役員
営業本部長
サービス事業推進部長
物流システム部管掌

取締役兼常務執行役員
商品事業本部長

大滝　俊之 平成20年９月１日

(注）　当社は執行役員制度を採用しております。なお、前事業年度の有価証券報告書の提出後、当半期報告書の提出

日までの執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

（異動年月日　平成20年９月１日）

氏名 新職名 旧職名

植田　英雄
執行役員

商品事業本部　研究開発部長

執行役員

商品事業本部　生産技術開発センター

所長

森田　耕二
執行役員

商品事業本部　厨房機器事業部長

執行役員

商品事業本部　研究開発部長
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　　なお、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　なお、前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成

しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成

20年６月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の中

間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   14,323   10,174   11,904  

２．受取手形及び売掛
金

注５  45,159   40,761   48,451  

３．有価証券   3,484   2,949   2,268  

４．たな卸資産   11,426   12,519   12,871  

５．繰延税金資産   1,159   1,320   1,322  

６．その他   4,134   4,248   4,654  

貸倒引当金   △408   △531   △654  

流動資産合計   79,280 51.7  71,442 49.4  80,818 51.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 注1,2          

(1）建物及び構築物  9,885   11,955   12,040   

(2）機械装置及び運搬
具

 4,523   4,937   4,956   

(3）土地  10,509   10,333   10,333   

(4）建設仮勘定  3,474   1,032   639   

(5）その他  5,224 33,617  4,638 32,897  4,908 32,877  

２．無形固定資産   2,750   3,115   3,229  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  27,105   24,398   27,779   

(2）長期貸付金  210   158   182   

(3）繰延税金資産  1,400   3,871   3,216   

(4）その他  9,482   9,145   8,989   

貸倒引当金  △411 37,789  △382 37,190  △411 39,756  

固定資産合計   74,156 48.3  73,203 50.6  75,863 48.4

資産合計   153,437 100.0  144,645 100.0  156,682 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

注５  32,522   29,409   34,072  

２．短期借入金   1,576   4,499   11,190  

３．未払金   7,940   8,082   －  

４．未払法人税等   827   594   464  

５．賞与引当金   827   768   752  

６．製品保証引当金   323   419   314  

７．製品事故処理費用
引当金

  607   215   738  

８．その他   3,648   3,410   9,650  

流動負債合計   48,273 31.5  47,399 32.8  57,183 36.5

Ⅱ　固定負債           

１．繰延税金負債   319   213   216  

２．退職給付引当金   8,321   7,757   8,118  

３．役員退職慰労引当
金

  135   145   147  

４．その他 注３  3,494   3,850   3,886  

固定負債合計   12,271 8.0  11,965 8.2  12,368 7.9

負債合計   60,544 39.5  59,365 41.0  69,552 44.4

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  20,167 13.1  20,167 13.9  20,167 12.9

２．資本剰余金 　  22,956 15.0  22,956 15.9  22,956 14.6

３．利益剰余金 　  48,992 31.9  46,261 32.0  46,754 29.8

４．自己株式 　  △5,056 △3.3  △5,060 △3.5  △5,058 △3.2

株主資本合計 　  87,061 56.7  84,326 58.3  84,820 54.1

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  3,325 2.2  △289 △0.2  1,009 0.7

２．繰延ヘッジ損益 　  － －  27 0.0  － －

３．為替換算調整勘定 　  812 0.5  398 0.3  514 0.3

評価・換算差額等合
計

　  4,138 2.7  135 0.1  1,523 1.0

Ⅲ　少数株主持分 　  1,692 1.1  818 0.6  785 0.5

純資産合計 　  92,892 60.5  85,280 59.0  87,130 55.6

負債純資産合計 　  153,437 100.0  144,645 100.0  156,682 100.0
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②【中間連結損益計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   88,878 100.0  86,375 100.0  180,017 100.0

Ⅱ　売上原価 注２  62,496 70.3  61,406 71.1  127,248 70.7

売上総利益   26,382 29.7  24,969 28.9  52,768 29.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 注1,2  25,011 28.2  24,439 28.3  50,410 28.0

営業利益   1,371 1.5  530 0.6  2,358 1.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  69   60   174   

２．受取配当金  158   196   267   

３．受取賃貸料  114   76   233   

４．為替差益  85   －   －   

５．その他  333 762 0.9 599 932 1.1 665 1,340 0.7

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  36   49   57   

２．固定資産賃貸費用  78   74   145   

３．為替差損  －   259   302   

４．その他  47 161 0.2 72 456 0.5 173 678 0.4

経常利益   1,971 2.2  1,006 1.2  3,019 1.6

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 注３ －   1   0   

２．投資有価証券売却
益

 1 1 0.0 － 1 0.0 1 2 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産処分損 注４ 150   119   281   

２．投資有価証券評価
損

 －   －   78   

３．ゴルフ会員権評価
損

注５ 1   2   2   

４．減損損失 注６ －   －   1,165   

５．製品事故処理費用 注７ 898   －   2,176   

６．持分変動損失  14 1,065 1.2 － 122 0.2 14 3,717 2.0

税金等調整前中間
純利益又は税金等
調整前当期純損失
（△）

  907 1.0  885 1.0  △695 △0.4

法人税、住民税及び
事業税

 804   463   1,258   

法人税等調整額  △255 548 0.6 214 677 0.8 △749 508 0.3

少数株主利益又は
少数株主損失
（△）

  △2 △0.0  30 0.0  4 0.0

中間純利益又は当
期純損失（△）

  360 0.4  176 0.2  △1,208 △0.7

           

EDINET提出書類

株式会社ノーリツ(E02379)

半期報告書

20/70



③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主
資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
20,167 22,956 48,746 △5,049 86,821 3,204 432 3,636 1,779 92,236

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当

（百万円）
  △669  △669     △669

中間純利益

（百万円）
  360  360     360

自己株式の取得

（百万円）
   △6 △6     △6

連結範囲の変動

（百万円）
  556  556     556

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

     120 380 501 △86 415

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 246 △6 240 120 380 501 △86 655

平成19年６月30日残高

（百万円）
20,167 22,956 48,992 △5,056 87,061 3,325 812 4,138 1,692 92,892

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主
資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッ
ジ損益

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成19年12月31日残高

（百万円）
20,167 22,956 46,754 △5,058 84,820 1,009 － 514 1,523 785 87,130

中間連結会計期間中の

変動額
           

剰余金の配当

（百万円）
  △669  △669      △669

中間純利益

（百万円）
  176  176      176

自己株式の取得

（百万円）
   △1 △1      △1

自己株式の処分

（百万円）
 △0 △0 0 0      0

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額）

（百万円）

     △1,298 27 △116 △1,388 33 △1,355

中間連結会計期間中の変

動額合計

（百万円）

－ △0 △493 △1 △494 △1,298 27 △116 △1,388 33 △1,849

平成20年６月30日残高

（百万円）
20,167 22,956 46,261 △5,060 84,326 △289 27 398 135 818 85,280

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主
資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
20,167 22,956 48,746 △5,049 86,821 3,204 432 3,636 1,779 92,236
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株主資本 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主
資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

連結会計年度中の変動額           

剰余金の配当

（百万円）
  △1,339  △1,339     △1,339

当期純損失

（百万円）
  △1,208  △1,208     △1,208

自己株式の取得

（百万円）
   △9 △9     △9

自己株式の処分

（百万円）
 0  0 0     0

連結範囲の変動

（百万円）
  556  556     556

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

     △2,195 82 △2,112 △993 △3,106

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △1,991 △8 △2,000 △2,195 82 △2,112 △993 △5,106

平成19年12月31日残高

（百万円）
20,167 22,956 46,754 △5,058 84,820 1,009 514 1,523 785 87,130
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間純
利益又は税金等調整
前当期純損失（△）

 907 885 △695

減価償却費  2,457 2,982 5,970

受取利息及び受取配
当金

 △227 △256 △441

支払利息  36 49 57

固定資産処分損  150 119 281

売上債権の減少額  5,327 7,557 1,874

たな卸資産の増加額
（減少額）

 △850 166 △2,474

仕入債務の減少額  △5,386 △4,488 △3,623

未払金の増加額  2,693 2,614 －

退職給付引当金の減
少額

 △230 △361 △434

製品事故処理費用引
当金の増加額（減少
額）

 607 △522 738

その他  1,476 △40 2,963

小計  6,960 8,705 4,216

利息及び配当金の受
取額

 234 264 443

利息の支払額  △30 △45 △55

法人税等の支払額  △976 △393 △1,847

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 6,187 8,531 2,756
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入によ
る支出

 △2,822 － △2,763

定期預金の払戻によ
る収入

 22 97 181

有価証券の取得によ
る支出

 △2,995 △96 △9,396

有価証券の売却・償
還による収入

 1,305 1,100 2,525

有形固定資産の取得
による支出

 △4,184 △3,167 △7,692

有形固定資産の売却
による収入

 11 0 19

貸付けによる支出  △158 △235 △494

貸付金の回収による
収入

 168 224 467

その他  △794 △307 △878

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △9,447 △2,382 △18,031
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増加
額（減少額）

 536 △6,637 10,201

自己株式の売却によ
る収入

 － 0 0

自己株式の取得によ
る支出

 △6 △1 △8

親会社による配当金
の支払額

 △672 △669 △1,342

少数株主への配当金
の支払額

 △4 △1 △4

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △146 △7,310 8,846

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 248 37 78

Ⅴ　現金及び現金同等物の
減少額

 △3,157 △1,124 △6,349

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 17,323 11,708 17,323

Ⅶ　非連結子会社の連結に
伴う現金及び現金同等
物の増加高

 734 － 734

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 14,900 10,584 11,708
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　22社

㈱エヌティーエス

ノーリツ住設㈱

㈱ノーリツキャピタル

大成工業㈱

信和工業㈱

関東産業㈱

㈱ハーマンプロ

㈱多田スミス

周防金属工業㈱

㈱エスコア

㈱アールビー

㈱ハーマン

ノーリツエレクトロニクス

テクノロジー㈱

エヌアールケイ㈱

㈱ユービック

上海能率有限公司

能率（中国）投資有限公司

能率（上海）住宅設備有限

公司

ノーリツ アメリカ コーポ

レーション

能率香港集団有限公司

能率電子科技（香港）有限

公司

能率香港有限公司

　従来、非連結子会社であった能

率電子科技（香港）有限公司、能

率香港有限公司は、中間連結財務

諸表上、重要性が増したため当中

間連結会計期間より連結の範囲

に含めております。

(1）連結子会社の数　22社

㈱エヌティーエス

ノーリツ住設㈱

㈱ノーリツキャピタル

大成工業㈱

信和工業㈱

関東産業㈱

㈱ハーマンプロ

㈱多田スミス

周防金属工業㈱

㈱エスコア

㈱アールビー

㈱ハーマン

ノーリツエレクトロニクス

テクノロジー㈱

エヌアールケイ㈱

㈱ユービック

上海能率有限公司

能率（中国）投資有限公司

能率（上海）住宅設備有限

公司

ノーリツ アメリカ コーポ

レーション

能率香港集団有限公司

能率電子科技（香港）有限

公司

能率香港有限公司

(1）連結子会社の数　22社

㈱エヌティーエス

ノーリツ住設㈱

㈱ノーリツキャピタル

大成工業㈱

信和工業㈱

関東産業㈱

㈱ハーマンプロ

㈱多田スミス

周防金属工業㈱

㈱エスコア

㈱アールビー

㈱ハーマン

ノーリツエレクトロニクス

テクノロジー㈱

エヌアールケイ㈱

㈱ユービック

上海能率有限公司

能率（中国）投資有限公司

能率（上海）住宅設備有限

公司

ノーリツ アメリカ コーポ

レーション

能率香港集団有限公司

能率電子科技（香港）有限

公司

能率香港有限公司

　従来、非連結子会社であった能

率電子科技（香港）有限公司、

能率香港有限公司は、連結財務

諸表上、重要性が増したため当

連結会計年度より連結の範囲に

含めております。

 (2）非連結子会社の数　12社

㈱北野ノーリツほか11社

(2）非連結子会社の数　９社

㈱北野ノーリツほか８社

(2）非連結子会社の数　９社

㈱北野ノーリツほか８社

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社12社は、いずれも

小規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に及ぼす影響額が軽微

であるため、連結の範囲から除外

しております。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社９社は、いずれも

小規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に及ぼす影響額が軽微

であるため、連結の範囲から除外

しております。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社９社は、いずれも

小規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に及ぼす影響額が軽微であ

るため、連結の範囲から除外して

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

　該当する会社はありません。

　持分法を適用していない㈱北野

ノーリツほか非連結子会社11社及

び㈱有明ほか関連会社10社は、それ

ぞれ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。

　該当する会社はありません。

　持分法を適用していない㈱北野

ノーリツほか非連結子会社８社及

び㈱有明ほか関連会社13社は、それ

ぞれ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。

　当連結会計年度末において、該当

する会社はありません。

　持分法を適用していない㈱北野

ノーリツほか非連結子会社８社及

び㈱有明ほか関連会社13社は、それ

ぞれ当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体として重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、すべ

て中間連結決算日と同一でありま

す。

同左 　連結子会社の決算日は、すべて連

結決算日と同一であります。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

   

①　有価証券 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

同左

満期保有目的の債券

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ ────── 時価法 同左

③　たな卸資産 　製品・仕掛品

　総平均法による原価法によって

おります。

　製品・仕掛品

同左

　製品・仕掛品

同左

 　商品・貯蔵品

　当社は移動平均法による原価

法、連結子会社は最終仕入原価法

によっております。

　商品・貯蔵品

　当社は移動平均法による原価

法、連結子会社は移動平均法によ

る原価法または最終仕入原価法

によっております。

　商品・貯蔵品

　当社は移動平均法による原価

法、連結子会社は最終仕入原価法

によっております。

 　原材料

　当社は総平均法による原価法、

連結子会社は最終仕入原価法に

よっております。

　原材料

　当社は総平均法による原価法、

連結子会社は移動平均法による

原価法または最終仕入原価法に

よっております。

　原材料

　当社は総平均法による原価法、

連結子会社は最終仕入原価法に

よっております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

   

①　有形固定資産 　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降の

新規取得の建物（建物附属設備を

除く）については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降の

新規取得の建物（建物附属設備を

除く）については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降の

新規取得の建物（建物附属設備を

除く）については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

 建物及び構築物 ５年～50年

機械装置及び運搬具 ４年～15年

工具器具備品 ２年～20年

建物及び構築物 ５年～50年

機械装置及び運搬具 ４年～15年

工具器具備品 ２年～20年

（追加情報）

　法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月

30日　法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令　平成

19年３月30日　政令第83号））に伴

い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益はそれ

ぞれ154百万円減少しております。

　また、上記の法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、前連結

会計年度の下期から改正後の法人

税法に基づく減価償却方法に変更

しております。

　なお、前中間連結会計期間は従来

の方法によっており、変更後の方法

によった場合に比べて、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純

利益は32百万円多く計上されてお

ります。

建物及び構築物 ５年～50年

機械装置及び運搬具 ４年～15年

工具器具備品 ２年～20年

（会計処理の変更）

　当連結会計年度より、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律

第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形

固定資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却方法に変更

しております。

　これにより、営業利益及び経常利

益はそれぞれ335百万円減少し、税

金等調整前当期純損失は335百万円

増加しております。

　なお、この変更は減価償却システ

ムの変更に時間を要したことから、

当中間連結会計期間は従来の方法

によっております。したがって、当

中間連結会計期間は変更後の方法

によった場合に比べて、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純

利益は32百万円多く計上されてお

ります。

②　無形固定資産 　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づいており

ます。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

   

①　貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については過去の貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

同左 同左

②　賞与引当金 　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額の期間対応相当額を計

上しております。

同左 同左

③　役員賞与引当金 　当社及び一部の連結子会社は、役

員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計

上することとしておりますが、当中

間連結会計期間において合理的に

見積もることが困難であるため、費

用計上しておりません。

同左 　一部の連結子会社は、役員に対し

て支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。

④　製品保証引当金 　当社及び一部の連結子会社は、製

品販売後のアフターサービス費用

に備えるため、売上高を基準として

過去３年間の実績負担率により算

定した額を基礎に計上しておりま

す。

同左 同左

⑤　製品事故処理費用引

当金

　特定の給湯器及びガスコンロ等の

自主点検活動により発生する費用

に備えるため必要と認めた費用見

積額を計上しております。

　当社及び一部の連結子会社は、特

定の給湯器及びガスコンロ等の自

主点検活動により発生する費用に

備えるため必要と認めた費用見積

額を計上しております。

同左

⑥　退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる額を

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処

理しております。

　過去勤務債務は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（３年）による定額

法により按分した額を費用処理す

ることとしております。

同左 　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による定

額法により按分した額を費用処理

することとしております。

⑦　役員退職慰労引当金 　一部の連結子会社は、役員の退職

慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく当中間連結会計期間末要支

給額を計上しております。

同左 　一部の連結子会社は、役員の退職

慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

────── ① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満たし

ている場合には振当処理によって

おります。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 　 ヘッジ対象

為替予約 　 外貨建債権債務

商品スワップ 　 原材料購入代金

③ ヘッジ方針

　外貨建債権債務に係る将来の為替

相場の変動リスクを回避する目的

で為替予約、原材料購入の価格変動

リスクを回避する目的で商品ス

ワップを行っており、投機的な取引

は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　商品スワップについては、ヘッジ

対象とヘッジ手段の対応関係を確

認することにより実施しておりま

す。また、為替予約については、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、ヘッジ開始時

及びその後も継続して為替の相場

変動を完全に相殺するものと見込

まれるため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。

① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満たし

ている場合には振当処理によって

おります。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　為替予約

ヘッジ対象

　外貨建債権債務

③ ヘッジ方針

　外貨建債権債務に係る将来の為替

相場の変動リスクを回避する目的

で為替予約を行っており、投機的な

取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、ヘッジ開

始時及びその後も継続して為替の

相場変動を完全に相殺するものと

見込まれるため、ヘッジの有効性の

判定は省略しております。

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜き方式を採用しておりま

す。

　なお、仮払消費税等と預り消費

税等は相殺のうえ差額を流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

　税抜き方式を採用しておりま

す。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資であります。

同左 同左
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会計処理の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（企業結合に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会　

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　企業会計基準第７号　平成

17年12月27日）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員

会　企業会計基準適用指針第10号　最

終改正平成18年12月22日）を適用し

ております。

────── （企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度より「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会　平成

15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会　企業会計基準第７号　平成17年

12月27日）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準委員会　企

業会計基準適用指針第10号　最終改正

平成18年12月22日）を適用しており

ます。

表示方法の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

（中間連結貸借対照表関係）

　「連結調整勘定」は当中間連結会計期間より「のれん」

として表示することとなりましたが、資産の総額の100分の

５以下となったため、無形固定資産の「その他」に含めて

表示しております。

　なお、当中間連結会計期間末における無形固定資産の「そ

の他」に含まれている「のれん」は47百万円であります。

──────

（中間連結損益計算書関係）

　前中間連結会計期間において、営業外収益に区分掲記して

おりました「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期

間より「負ののれん償却額」として表示することとなりま

したが、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、

「その他」に含めて表示しております。

　なお、当中間連結会計期間における「その他」に含まれて

いる「負ののれん償却額」は５百万円であります。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

注１．有形固定資産の減価償

却累計額

66,886百万円 69,945百万円 68,606百万円

注２．担保提供資産 　下記有形固定資産につき、工場財

団を設定しております。なお、当中

間連結会計期間末現在、対応する債

務はありません。

　下記有形固定資産につき、工場財

団を設定しております。なお、当中

間連結会計期間末現在、対応する債

務はありません。

　下記有形固定資産につき、工場財

団を設定しております。なお、当連

結会計年度末現在、対応する債務は

ありません。

 資産の種類 金額(百万円)

建　　物 2,107

土　　地 648

合計 2,756

資産の種類 金額(百万円)

建　　物 2,261

土　　地 648　

合計 2,910

資産の種類 金額(百万円)

建　　物 2,100

土　　地 648　

合計 2,749

注３．のれん及び負ののれん ────── 　固定負債の「その他」には、のれ

ん57百万円と負ののれん112百万円

の相殺後の金額55百万円が含まれ

ております。

　固定負債の「その他」には、のれ

ん60百万円と負ののれん130百万円

の相殺後の金額70百万円が含まれ

ております。

　４．偶発債務 　次の会社に対して保証を行ってお

ります。

　次の会社に対して保証を行ってお

ります。

　次の会社に対して保証を行ってお

ります。

 ㈱ヤザキシンメイ銀

行借入債務
130百万円

ノーリツ共済会銀行

借入債務
252

合計 382

㈱ヤザキシンメイ銀

行借入債務
100百万円

ノーリツ共済会銀行

借入債務
243

合計 343

㈱ヤザキシンメイ銀

行借入債務
100百万円

ノーリツ共済会銀行

借入債務
229

合計 329

注５．中間期末日（期末日）

満期手形

　満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。当中間連結会計期間の末日が銀

行休業日のため、次の同日現在の満

期手形が残高に含まれております。

────── 　満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。当連結会計年度の末日が銀行休

業日のため、次の同日現在の満期手

形が残高に含まれております。

 受取手形 1,706百万円

支払手形 552

 受取手形 1,363百万円

支払手形 555
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（中間連結損益計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

注１．販売費及び一般管理費 主な費用の内訳  
荷造運搬費 2,702百万円

製品保証引当金繰入

額
323

従業員給与手当 7,093

従業員賞与 1,360

賞与引当金繰入額 455

退職給付費用 698

役員退職慰労引当金

繰入額
9

賃借料 2,019

貸倒引当金繰入額     112

主な費用の内訳  
荷造運搬費 2,479百万円

製品保証引当金繰入

額
380

従業員給与手当 7,345

従業員賞与 1,366

賞与引当金繰入額 401

退職給付費用 749

役員退職慰労引当金

繰入額
10

賃借料 2,083

貸倒引当金繰入額 34

主な費用の内訳  
荷造運搬費 5,386百万円

製品保証引当金繰入

額
317

従業員給与手当 14,643

従業員賞与 3,238

賞与引当金繰入額 411

退職給付費用 1,448

役員賞与引当金繰入

額
7

役員退職慰労引当金

繰入額
21

賃借料 4,089

貸倒引当金繰入額 351

注２．研究開発費 　一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費は2,957百万円で

あります。

　一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費は3,048百万円で

あります。

　一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費は6,069百万円で

あります。

注３．固定資産売却益 ────── 　固定資産売却益の内訳は、次のとお

りであります。

　固定資産売却益の内訳は、次のと

おりであります。

  機械装置及び運搬具 1百万円

合計 1

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具備品 0

合計 0

注４．固定資産処分損 　固定資産処分損の内訳は、次のと

おりであります。

　固定資産処分損の内訳は、次のと

おりであります。

　固定資産処分損の内訳は、次のと

おりであります。

 （売却損）  
無形固定資産 0百万円

（除却損）  
建物及び構築物 25百万円

機械装置及び運搬具 33

工具器具備品 90

無形固定資産 0

その他 1

合計 150

（除却損）  
建物及び構築物 16百万円

機械装置及び運搬具 12

工具器具備品 62

無形固定資産 27

その他 1

合計 119

（売却損）  
工具器具備品  0百万円

（除却損）  
建物及び構築物 41

機械装置及び運搬具 74

工具器具備品 155

無形固定資産 3

その他 6

合計 281

注５．ゴルフ会員権評価損 　貸倒引当金繰入額０百万円を含ん

でおります。

　貸倒引当金繰入額２百万円を含ん

でおります。

　貸倒引当金繰入額１百万円を含ん

でおります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

注６．減損損失 ────── ────── (1) 減損損失の概要

　当社グループは当連結会計年度に

おいて、以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

浴室・
厨房関
連機器
生産設
備

土地、
構築
物、機
械装
置、工
具器具
備品ほ
か

茨城県
土浦市

838 

浴室・
厨房関
連機器
生産設
備 

土地、
構築
物、機
械装
置、工
具器具
備品ほ
か

群馬県
前橋市

327 

(2) 減損損失を計上するに至った経

緯

　浴室・厨房関連機器生産設備は、

原料価格の高騰及び競争の激化に

よって収益性が著しく悪化したこ

とにより、投資の回収が困難と判断

されることから帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として計上いたしました。

(3) 主な資産のグルーピング方法

　当社グループは、事業用資産につ

いては機器別グループを基礎とし、

賃貸用資産及び遊休資産について

は個々の資産ごとにグルーピング

しております。

(4) 減損損失の内訳

建物及び構築物 47百万円  

機械装置及び運搬

具
396

土地 134

その他の固定資産 585

（工具器具備品、ソフトウェア

等）

(5) 回収可能価額の算定方法

　当社グループは、当該資産の回収

可能価額については正味売却価額

により測定しております。正味売却

価額は、土地・建物については不動

産鑑定士による不動産鑑定評価額

又は固定資産税評価額に基づいて

評価しております。その他の資産に

ついては、正味売却価額を零として

算定しております。

注７．製品事故処理費用 　特定の給湯器及びガスコンロ等の

自主点検に係るものであります。

────── 　ガス風呂給湯器の自主点検等に係

るものであります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 50,797 － － 50,797

合計 50,797 － － 50,797

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 2,949 2 － 2,952

合計 2,949 2 － 2,952

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会 
普通株式 669 14 平成18年12月31日 平成19年３月30日

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成19年８月８日

取締役会
普通株式 669 利益剰余金 14 平成19年６月30日 平成19年９月21日

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 50,797 － － 50,797

合計 50,797 － － 50,797

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 2,954 0 0 2,954

合計 2,954 0 0 2,954

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株及び減少０千株は、単元未満株式の買取りによる増加及び売渡しによ

る減少であります。
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２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月27日

定時株主総会 
普通株式 669 14　 平成19年12月31日 平成20年３月28日

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年８月11日

取締役会
普通株式 669 利益剰余金 14 平成20年６月30日 平成20年９月22日

前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 50,797 － － 50,797

合計 50,797 － － 50,797

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 2,949 4 0 2,954

合計 2,949 4 0 2,954

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加４千株及び減少０千株は、単元未満株式の買取りによる増加及び売渡しによ

る減少であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会 
普通株式 669　 14　 平成18年12月31日 平成19年３月30日

平成19年８月８日

取締役会
普通株式 669　 14　 平成19年６月30日 平成19年９月21日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月27日

定時株主総会
普通株式 669　 利益剰余金 14　 平成19年12月31日 平成20年３月28日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年６月30日現在） 百万円

現金及び預金勘定 14,323

有価証券勘定 3,484

計 17,808

預入期間が３か月を超える定

期預金
△425

株式及び償還期間が３か月を

超える債券等
△2,482

現金及び現金同等物 14,900

（平成20年６月30日現在） 百万円

現金及び預金勘定 10,174

有価証券勘定 2,949

計 13,123

預入期間が３か月を超える定

期預金
△92

株式及び償還期間が３か月を

超える債券等
△2,447

現金及び現金同等物 10,584

（平成19年12月31日現在） 百万円

現金及び預金勘定 11,904

有価証券勘定 2,268

計 14,172

預入期間が３か月を超える定

期預金
△198

株式及び償還期間が３か月を

超える債券等
△2,266

現金及び現金同等物 11,708
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（リース取引関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引

に係る注記

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

 

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

中間期

末残高

相当額

(百万円)

機械装置

及び運搬

具

516 371 144

工具器具
備品

508 241 267

無形固定
資産

94 66 28

合計 1,119 678 440

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

 

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

減損損

失累計

額相当

額

(百万円)

中間期

末残高

相当額

(百万円)

機械装

置及び

運搬具

398 308 2 87

工具器
具備品

488 264 47 175

無形固
定資産

79 41 － 37

合計 965 614 49 301

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額

 

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

減損損

失累計

額相当

額

(百万円)

期末残

高相当

額

(百万円)

機械装

置及び

運搬具

514 392 3 118

工具器
具備品

495 254 54 186

無形固
定資産

101 68 － 32

合計 1,112 716 58 337

 (2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料期末残高相当額

等

 １年以内 163百万円

１年超 277

合計 440

１年以内 148百万円

１年超 203

合計 351

１年以内 153百万円

１年超 242

合計 395

  リース資産減損

勘定期末残高
49百万円

リース資産減損

勘定期末残高
58百万円

 　なお、取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左 　なお、取得価額相当額及び未経過

リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定し

ております。

 (3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失

 支払リース料 98百万円

減価償却費相当額 98

支払リース料 88百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
8

減価償却費相当額 80

支払リース料    193百万円

減価償却費相当額 193

減損損失 58

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失

はありません。

  

 (4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング

・リース取引に係

る注記

　未経過リース料

１年以内 0百万円

１年超 2

合計 3

　未経過リース料

１年以内 0百万円

１年超 1

合計 2

　未経過リース料

１年以内 0百万円

１年超 2

合計 2
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

①　国債・地方債等 8,007 7,938 △68

②　社債 － － －

③　その他 1,000 965 △34

計 9,007 8,904 △103

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

①　株式 13,327 18,992 5,665

②　債券    

国債・地方債等 － － －

社債 609 610 1

その他 － － －

③　その他 231 197 △33

計 14,167 19,801 5,633

３．時価評価されていない主な有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) 子会社及び関連会社株式  

①　非上場株式 375

(2) その他有価証券  

①　非上場株式 392

②　追加型公社債投資信託の受益証券 2

③　投資事業有限責任組合への出資 11

④　コマーシャルペーパー 999

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

①　国債・地方債等 6,002 6,000 △1

②　社債 － － －

③　その他 1,000 979 △20

計 7,002 6,980 △22

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

①　株式 19,011 18,691 △319
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 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

②　債券    

国債・地方債等 － － －

社債 303 303 0

その他 － － －

③　その他 221 141 △80

計 19,535 19,136 △399

３．時価評価されていない主な有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) 子会社及び関連会社株式  

①　非上場株式 294

(2) その他有価証券  

①　非上場株式 403

②　追加型公社債投資信託の受益証券 2

③　投資事業有限責任組合への出資 8

④　コマーシャルペーパー 499

前連結会計年度末（平成19年12月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

①　国債・地方債等 7,005 7,007 2

②　社債 － － －

③　その他 1,000 992 △7

計 8,005 8,000 △4

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

①　株式 18,942 20,785 1,842

②　債券    

国債・地方債等 － － －

社債 406 407 1

その他 － － －

③　その他 221 163 △57

計 19,570 21,357 1,786

３．時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) 子会社及び関連会社株式  
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 連結貸借対照表計上額（百万円）

①　非上場株式 294

(2) その他有価証券  

①　非上場株式（店頭売買株式を除く） 378

②　追加型公社債投資信託の受益証券 2

③　投資事業有限責任組合への出資 9

④　コマーシャルペーパー －
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日現在）

ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除いております。

前連結会計年度末（平成19年12月31日現在）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日現在）

該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年12月31日現在）

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当社グループは、前連結会計年度までは単一のセグメントとしておりましたが、迅速な経営意思決定を行うた

め、従来採用していた機器別の事業区分を細分化しました。さらにこれに伴い業績管理のためのシステムを整

備したことから、当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報を開示しております。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 
温水・空調
機器

（百万円）

住設システ
ム機器
（百万円）

厨房機器
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 61,413 9,817 10,666 4,478 86,375 － 86,375

(2）セグメント間の内部売上又

は振替高
281 － － － 281 (281) －

計 61,695 9,817 10,666 4,478 86,657 (281) 86,375

営業費用 60,385 10,600 11,012 4,129 86,127 (281) 85,845

営業利益（△損失） 1,310 △783 △346 349 530 － 530

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の主要な事業内容

事業区分 主要製品

温水・空調機器

ガス温水関連機器（ガスふろ給湯器、ガス給湯器、ガスふろがま、ガス温水暖房

機）

オイル・空調関連機器（石油ふろ給湯器、石油給湯器、石油温水暖房機、太陽熱温

水機器、暖房端末機器）

外注工事関連、修理サービス

住設システム機器
システムバス、システムキッチン、洗面化粧台、浴槽、温水洗浄便座、ろ過システム

外注工事関連、修理サービス

厨房機器
コンロ、食器洗浄乾燥機、オーブンレンジ、小型湯沸器

外注工事関連、修理サービス

その他事業 コンポーネント事業関連部品、新規事業

３．事業区分の変更

　前連結会計年度まで内部管理上採用している事業区分は、「温水・空調関連機器」、「浴室・厨房関連機

器」、「その他事業」の３分類に区分しておりましたが、当期より「温水・空調機器」、「住設システム機

器」、「厨房機器」、「その他事業」の４分類に変更いたしました。

　前中間連結会計期間及び前連結会計年度についてはセグメント情報を開示しておりませんので記載を省略しておりま

す。

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月１

日　至平成20年６月30日）および前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）については、全

セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

【海外売上高】

　前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月１

日　至平成20年６月30日）および前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）における海外

売上高は、連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。
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（企業結合等関係）

　前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

　当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　当社は、平成19年５月24日に大成工業㈱及び信和工業㈱と株式交換契約を締結し、平成19年７月15日の株式交換の

効力発生により、両社を完全子会社化しました。

（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

① 結合当事企業の名称 大成工業株式会社 信和工業株式会社

② 事業の内容
給湯機器用熱交換器の製造

真空熱交換器の製造

流体制御機器の製造

各種樹脂成形品の製造

③ 企業結合の法的形式 株式交換（現金を対価とする） 株式交換（現金を対価とする）

④ 結合後企業の名称 大成工業株式会社 信和工業株式会社

⑤ 取引の目的を含む取引の概要

事業環境の変化に機動的かつ柔軟

に対応すべく、連結グループ内にお

ける迅速かつ的確な意思決定を可

能とするために、大成工業㈱の残余

の株式を株式交換により取得し、完

全子会社化するものであります。

事業環境の変化に機動的かつ柔軟

に対応すべく、連結グループ内にお

ける迅速かつ的確な意思決定を可

能とするために、信和工業㈱の残余

の株式を株式交換により取得し、完

全子会社化するものであります。

（２）実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に係る会計基準 ４共通支配下の取引等の会計処理（２）少数株主

との取引」に規定する個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を適用しました。

（３）子会社株式の追加取得に関する事項

①被取得企業の取得原価及びその内訳

大成工業㈱ 信和工業㈱

取得原価 646百万円 取得原価 138百万円

取得の対価 金銭 取得の対価 金銭

②株式の交換に際して交付される金銭の額及びその算定方法

　当社は、本株式交換に際して、平成19年６月30日現在の最終の大成工業㈱の株主名簿に記載又は記録された大

成工業㈱株主（実質株主を含む、当社を除きます）に対し、その所有する大成工業㈱の普通株式１株につき

20,812円の割合で、平成19年６月30日現在の最終の信和工業㈱の株主名簿に記載又は記録された信和工業㈱株

主（実質株主を含む、当社を除きます）に対し、その所有する信和工業㈱の普通株式１株につき61,270円の割合

で、金銭を交付しました。

　当社は、本株式交換に際して交付される金銭の額の算定に当たり、大成工業㈱及び信和工業㈱の株式価値の算

定につき、第三者機関としてＳＭＢＣコンサルティング㈱及び㈱ブレインリンクを選定したうえで、株式価値

算定を依頼し、当該第三者機関の算定結果を総合的に勘案し、株式交換に際して交付される金銭の額を当事会

社間の協議により決定いたしました。

　ＳＭＢＣコンサルティング㈱及び㈱ブレインリンクは、大成工業㈱及び信和工業㈱の株式価値について、株価

倍率方式、類似業種批準価額方式及び時価純資産価額方式による分析を行い、これらを総合的に勘案した結果、

時価純資産価額方式に基づき、両社の株式価値を算定しました。
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③発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

大成工業㈱ 信和工業㈱

　連結財務諸表上において、㈱ノーリツに101百万円の

負ののれんが発生しております。子会社の追加取得分

の取得原価と当該追加取得に伴う少数株主持分の減

少金額との差額によるものであります。

　負ののれんの償却については５年間の定額法による

償却を行っております。

　連結財務諸表上において、㈱ノーリツに23百万円の

負ののれんが発生しております。子会社の追加取得分

の取得原価と当該追加取得に伴う少数株主持分の減

少金額との差額によるものであります。

　負ののれんの償却については５年間の定額法による

償却を行っております。

（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 1,906円15銭 1,765円40銭 1,804円72銭

１株当たり中間純利益又は

当期純損失（△）
７円53銭 ３円69銭 △25円26銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
－ － －

 　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、潜在株式がないため記

載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、潜在株式がなく、また当

期純損失のため記載してお

りません。

　注１．１株当たり中間純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間純利益又は当期純損失    

中間純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
360 176 △1,208

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間純利益又は当期純

損失（△）

（百万円）

360 176 △1,208

期中平均株式数（株） 47,846,567 47,843,121 47,845,736
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（重要な後発事象） 

　前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　当社は、平成19年５月24日に大成工業㈱および信和工業㈱と株式交換契約を締結し、平成19年７月15日の株式交換

の効力発生により、両社を完全子会社化しました。

（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

① 結合当事企業の名称 大成工業株式会社 信和工業株式会社

② 事業の内容
給湯機器用熱交換器の製造

真空熱交換器の製造

流体制御機器の製造

各種樹脂成形品の製造

③ 企業結合の法的形式 株式交換（現金を対価とする） 株式交換（現金を対価とする）

④ 結合後企業の名称 大成工業株式会社 信和工業株式会社

⑤ 取引の目的を含む取引の概要

事業環境の変化に機動的かつ柔軟

に対応すべく、連結グループ内にお

ける迅速かつ的確な意思決定を可

能とするために、大成工業㈱の残余

の株式を株式交換により取得し、完

全子会社化するものであります。

事業環境の変化に機動的かつ柔軟

に対応すべく、連結グループ内にお

ける迅速かつ的確な意思決定を可

能とするために、信和工業㈱の残余

の株式を株式交換により取得し、完

全子会社化するものであります。

（２）実施する会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に係る会計基準 ４共通支配下の取引等の会計処理（２）少数株主

との取引」に規定する個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を適用します。

（３）子会社株式の追加取得に関する事項

①被取得企業の取得原価及びその内訳

大成工業㈱ 信和工業㈱

取得原価 646百万円 取得原価 138百万円

取得の対価 金銭 取得の対価 金銭

②株式の交換に際して交付される金銭の額及びその算定方法

　当社は、本株式交換に際して、平成19年６月30日現在の最終の大成工業㈱の株主名簿に記載又は記録された大

成工業㈱株主（実質株主を含む、当社を除きます）に対し、その所有する大成工業㈱の普通株式１株につき

20,812円の割合で、信和工業㈱の株主名簿に記載又は記録された信和工業㈱株主（実質株主を含む、当社を除き

ます）に対し、その所有する信和工業㈱の普通株式１株につき61,270円の割合で、金銭を交付します。

　当社は、本株式交換に際して交付される金銭の額の算定に当たり、大成工業㈱及び信和工業㈱の株式価値の算

定につき、第三者機関としてＳＭＢＣコンサルティング㈱及び㈱ブレインリンクを選定したうえで、株式価値

算定を依頼し、当該第三者機関の算定結果を総合的に勘案し、株式交換に際して交付される金銭の額を当事会

社間の協議により決定いたしました。

　ＳＭＢＣコンサルティング㈱及び㈱ブレインリンクは、大成工業㈱及び信和工業㈱の株式価値について、株価

倍率方式、類似業種批準価額方式及び時価純資産価額方式による分析を行い、これらを総合的に勘案した結果、

時価純資産価額方式に基づき、両社の株式価値を算定しました。
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③発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

大成工業㈱ 信和工業㈱

　連結財務諸表上において、㈱ノーリツに116百万円の

負ののれんが発生する予定です。子会社の追加取得分

の取得原価と当該追加取得に伴う少数株主持分の減

少金額との差額によるものであります。

　負ののれんの償却については５年間の定額法による

償却を予定しております。

　連結財務諸表上において、㈱ノーリツに24百万円の

負ののれんが発生する予定です。子会社の追加取得分

の取得原価と当該追加取得に伴う少数株主持分の減

少金額との差額によるものであります。

　負ののれんの償却については５年間の定額法による

償却を予定しております。

　当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　該当事項はありません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ノーリツ(E02379)

半期報告書

47/70



２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  
前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   5,348   968   4,228  

２．受取手形 注４  17,110   13,146   15,732  

３．売掛金   21,700   20,161   24,486  

４．有価証券   2,482   2,447   2,266  

５．たな卸資産   3,955   4,069   4,287  

６．関係会社預け金   573   408   544  

７．短期貸付金   1,103   2,756   1,512  

８．繰延税金資産   720   918   884  

９．その他   1,627   1,468   1,800  

貸倒引当金   △371   △412   △494  

流動資産合計   54,251 43.0  45,934 38.7  55,247 42.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 注1,2          

(1）建物  8,085   8,041   7,994   

(2）土地  8,720   8,657   8,657   

(3）その他  5,838 22,643  5,061 21,759  5,119 21,771  

２．無形固定資産   2,002   2,319   2,385  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  26,264   23,718   27,075   

(2）関係会社株式  6,747   8,190   7,452   

(3）繰延税金資産  834   3,187   2,542   

(4）その他  14,062   14,847   14,070   

貸倒引当金  △701   △638   △689   

投資損失引当金  － 47,207  △765 48,539  － 50,451  

固定資産合計   71,854 57.0  72,619 61.3  74,608 57.5

資産合計   126,105 100.0  118,553 100.0  129,856 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 注４  4,109   3,371   3,854  

２．買掛金   19,556   18,919   20,818  

３．短期借入金   －   2,500   9,000  

４．未払金   7,024   6,135   5,080  

５．未払法人税等   411   187   76  

６．賞与引当金   468   412   450  

７．製品保証引当金   256   365   275  

８．製品事故処理費用
引当金

  548   161   540  

９．その他   1,622   1,381   2,156  

流動負債合計   33,999 26.9  33,433 28.2  42,253 32.5
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   6,439   5,775   6,188  

２．預り営業保証金   2,803   2,857   2,851  

３．その他   445   731   676  

固定負債合計   9,688 7.7  9,365 7.9  9,716 7.5

負債合計   43,688 34.6  42,798 36.1  51,970 40.0

           

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  20,167 16.0  20,167 17.0  20,167 15.5

２．資本剰余金 　          

(1）資本準備金 　 22,956   22,956   22,956   

(2）その他資本剰余金 　 －   －   0   

資本剰余金合計 　  22,956 18.2  22,956 19.4  22,956 17.7

３．利益剰余金 　          

(1）利益準備金 　 1,294   1,294   1,294   

(2）その他利益剰余金 　          

    技術研究積立金 　 250   250   250   

    配当準備積立金 　 160   160   160   

    設備投資積立金 　 500   500   500   

    退職給与積立金 　 130   130   130   

    土地圧縮積立金 　 21   21   21   

    価格変動積立金 　 54   54   54   

    別途積立金 　 32,609   32,609   32,609   

    繰越利益剰余金 　 6,099   2,987   3,858   

利益剰余金合計 　  41,119 32.6  38,006 32.1  38,877 30.0

４．自己株式 　  △5,056 △4.0  △5,060 △4.3  △5,058 △3.9

株主資本合計 　  79,187 62.8  76,071 64.2  76,943 59.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  3,230 2.6  △343 △0.3  941 0.7

２．繰延ヘッジ損益 　  － －  27 0.0  － －

評価・換算差額等合
計

　  3,230 2.6  △316 △0.3  941 0.7

純資産合計 　  82,417 65.4  75,755 63.9  77,885 60.0

負債純資産合計 　  126,105 100.0  118,553 100.0  129,856 100.0
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②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   67,942 100.0  64,006 100.0  134,929 100.0

Ⅱ　売上原価   49,603 73.0  46,764 73.1  98,909 73.3

売上総利益   18,338 27.0  17,241 26.9  36,019 26.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   17,683 26.0  17,145 26.7  35,510 26.3

営業利益   654 1.0  96 0.2  508 0.4

Ⅳ　営業外収益 注１  926 1.3  1,262 2.0  1,393 1.1

Ⅴ　営業外費用 注２  230 0.3  404 0.7  620 0.5

経常利益   1,350 2.0  953 1.5  1,282 1.0

Ⅵ　特別利益 注３  7 0.0  － －  7 0.0

Ⅶ　特別損失 注4,5 733 1.1  875 1.4  2,726 2.1

税引前中間純利益
又は税引前当期純
損失（△）

  624 0.9  77 0.1  △1,436 △1.1

法人税、住民税及び
事業税

 397   95   251   

法人税等調整額  △98 298 0.4 183 279 0.4 △443 △191 △0.2

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△）

  326 0.5  △201 △0.3  △1,244 △0.9
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 

株主資本
評価・
換算
差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
20,167 22,956 1,294 40,168 41,462 △5,049 79,537 3,091 82,628

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当

（百万円）
   △669 △669  △669  △669

中間純利益

（百万円）
   326 326  326  326

自己株式の取得

（百万円）
     △6 △6  △6

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（百万円）

       139 139

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － △343 △343 △6 △349 139 △210

平成19年６月30日残高

（百万円）
20,167 22,956 1,294 39,824 41,119 △5,056 79,187 3,230 82,417

（注）その他利益剰余金の内訳

 
技術研究
積立金

配当準備
積立金

設備投資
積立金

退職給与
積立金

土地圧縮
積立金

価格変動
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
250 160 500 130 21 54 32,609 6,443 40,168

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当

（百万円）
       △669 △669

中間純利益

（百万円）
       326 326

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － － － △343 △343

平成19年６月30日残高

（百万円）
250 160 500 130 21 54 32,609 6,099 39,824

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

評価・
換算
差額等
合計

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計

平成19年12月31日残高

（百万円）
20,167 22,956 0 22,956 1,294 37,583 38,877 △5,058 76,943 941 － 941 77,885

中間会計期間中の変動額              

剰余金の配当

（百万円）
     △669 △669  △669    △669

中間純損失

（百万円）
     △201 △201  △201    △201

自己株式の取得

（百万円）
       △1 △1    △1

自己株式の処分

（百万円）
  △0 △0  △0 △0 0 0    0
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株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

評価・
換算
差額等
合計

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

（百万円）

         △1,285 27 △1,258 △1,258

中間会計期間中の変動額合

計

（百万円）

－ － △0 △0 － △871 △871 △1 △872 △1,285 27 △1,258 △2,130

平成20年６月30日残高

（百万円）
20,167 22,956 － 22,956 1,294 36,712 38,006 △5,060 76,071 △343 27 △316 75,755

（注）その他利益剰余金の内訳

 
技術研究
積立金

配当準備
積立金

設備投資
積立金

退職給与
積立金

土地圧縮
積立金

価格変動
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

合計

平成19年12月31日残高

（百万円）
250 160 500 130 21 54 32,609 3,858 37,583

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当

（百万円）
       △669 △669

中間純損失

（百万円）
       △201 △201

自己株式の処分

（百万円）
       △0 △0

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － － － △871 △871

平成20年６月30日残高

（百万円）
250 160 500 130 21 54 32,609 2,987 36,712

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本
評価・
換算
差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計　

利益
準備金

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
20,167 22,956 － 22,956 1,294 40,168 41,462 △5,049 79,537 3,091 82,628

事業年度中の変動額            

剰余金の配当

（百万円）
     △1,339 △1,339  △1,339  △1,339

当期純損失

（百万円）
     △1,244 △1,244  △1,244  △1,244

自己株式の取得

（百万円）
       △9 △9  △9

自己株式の処分

（百万円）
  0 0    0 0  0

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額）

（百万円）

         △2,149 △2,149

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 － △2,584 △2,584 △8 △2,593 △2,149 △4,742

平成19年12月31日残高

（百万円）
20,167 22,956 0 22,956 1,294 37,583 38,877 △5,058 76,943 941 77,885

（注）その他利益剰余金の内訳
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技術研究
積立金

配当準備
積立金

設備投資
積立金

退職給与
積立金

土地圧縮
積立金

価格変動
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
250 160 500 130 21 54 32,609 6,443 40,168

事業年度中の変動額          

剰余金の配当

（百万円）
       △1,339 △1,339

当期純損失

（百万円）
       △1,244 △1,244

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － － － △2,584 △2,584

平成19年12月31日残高

（百万円）
250 160 500 130 21 54 32,609 3,858 37,583
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

同左

 満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

同左

満期保有目的の債券

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）　　 ────── (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法によ

り評価しております。

(3）たな卸資産

製品・仕掛品・原材料

同左

(3）たな卸資産

製品・仕掛品・原材料

同左

 商品・貯蔵品

移動平均法による原価法に

より評価しております。

商品・貯蔵品

同左

商品・貯蔵品

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

の新規取得の建物（建物附属設

備を除く）については定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

の新規取得の建物（建物附属設

備を除く）については定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

の新規取得の建物（建物附属設

備を除く）については定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物 ５年～50年

機械及び装置 ４年～15年

工具器具備品 ２年～20年

建物 ５年～50年

機械及び装置 ４年～15年

工具器具備品 ２年～20年

建物 ５年～50年

機械及び装置 ４年～15年

工具器具備品 ２年～20年

  （追加情報）

　法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律　平成19年

３月30日　法律第６号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第

83号））に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減

価償却方法の適用により取得価

額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。

　これにより、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益はそれぞ

れ94百万円減少しております。

　また、上記の法人税法の改正に

伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産については、

前事業年度の下期から改正後の

法人税法に基づく減価償却方法

に変更しております。

　なお、前中間会計期間は従来の

方法によっており、変更後の方法

によった場合に比べて、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利

益は25百万円多く計上されてお

ります。

（会計処理の変更）

　当事業年度より、法人税法の改

正（（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法

律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19

年３月30日　政令第83号））に伴

い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償

却方法に変更しております。

　これにより、営業利益及び経常

利益はそれぞれ243百万円減少

し、税引前当期純損失は243百万

円増加しております。

　なお、この変更は減価償却シス

テムの変更に時間を要したこと

から、当中間会計期間は従来の方

法によっております。したがっ

て、当中間会計期間は変更後の方

法によった場合に比べて、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利

益は25百万円多く計上されてお

ります。

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

いております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については過去

の貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）　　 ────── (2）投資損失引当金

　関係会社への投資に係る損失に

備えるため、当該会社の財政状態

等を勘案して必要額を計上して

おります。

(2）　　───────

 (3）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額の期間対応相当額

を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

同左

 (4）製品保証引当金

　製品販売後のアフターサービス

費用に備えるため、売上高を基準

として過去３年間の実績負担率

により算定した額を基礎に計上

しております。

(4）製品保証引当金

同左

(4）製品保証引当金

同左

 (5）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上することとしておりま

すが、当中間会計期間において合

理的に見積もることが困難であ

るため、費用計上しておりませ

ん。

(5）役員賞与引当金

同左

(5）　　───────

 (6）製品事故処理費用引当金

　特定の給湯器の自主点検活動に

より発生する費用に備えるため

必要と認めた費用見積額を計上

しております。

(6）製品事故処理費用引当金

　特定の給湯器等の自主点検活動

により発生する費用に備えるた

め、必要と認めた費用見積額を計

上しております。

(6）製品事故処理費用引当金

同左

 (7）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により、翌期から費用処

理しております。

　過去勤務債務は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（３年）によ

る定額法により按分した額を費

用処理することとしております。

(7）退職給付引当金

同左

(7）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に

基づき、計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（３年）によ

る定額法により按分した額を費

用処理することとしております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

５．ヘッジ会計の方法 ────── ① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満た

している場合には振当処理に

よっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 　 ヘッジ対象

為替予約 　 外貨建債権債務

商品スワップ 　 原材料購入代金

③ ヘッジ方針

　外貨建債権債務に係る将来の為

替相場の変動リスクを回避する

目的で為替予約、原材料購入の価

格変動リスクを回避する目的で

商品スワップを行っており、投機

的な取引は行わない方針であり

ます。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　商品スワップについては、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の対応関係

を確認することにより実施して

おります。また、為替予約につい

ては、ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始時及びその後も継続

して為替の相場変動を完全に相

殺するものと見込まれるため、

ヘッジの有効性の判定は省略し

ております。

① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の要件を満た

している場合には振当処理に

よっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　為替予約

ヘッジ対象

　外貨建債権債務

③ ヘッジ方針

　外貨建債権債務に係る将来の為

替相場の変動リスクを回避する

目的で為替予約を行っており、投

機的な取引は行わない方針であ

ります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して

為替の相場変動を完全に相殺す

るものと見込まれるため、ヘッジ

の有効性の判定は省略しており

ます。

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜き方式を採用しておりま

す。

　なお、仮払消費税等と預り消費

税等は相殺のうえ差額を流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

　税抜き方式を採用しておりま

す。
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会計処理の変更 

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（企業結合に係る会計基準）

　当中間会計期間より「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会　平成

15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会　企業会計基準第７号　平成17年

12月27日）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準委員会　企

業会計基準適用指針第10号　最終改正

平成18年12月22日）を適用しており

ます。

────── （企業結合に係る会計基準）

　当事業年度より「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年

10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　

企業会計基準第７号　平成17年12月27

日）並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会　企業会計

基準適用指針第10号　最終改正平成18

年12月22日）を適用しております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含

めておりました「関係会社株式」は、資産の総額の100分

の５を超えるため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「その他」のうちの「関係会

社株式」は6,216百万円であります。

──────

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

注１．有形固定資産の減価償

却累計額

42,688百万円 44,706百万円 44,238百万円

注２．担保提供資産 　下記有形固定資産につき、工場財

団を設定しております。なお、当中

間会計期間末現在、対応する債務は

ありません。

　下記有形固定資産につき、工場財

団を設定しております。なお、当中

間会計期間末現在、対応する債務は

ありません。

　下記有形固定資産につき、工場財

団を設定しております。なお、当事

業年度末現在、対応する債務はあり

ません。

 資産の種類 金額(百万円)

建物 2,107

土地 648

合計 2,756

資産の種類 金額(百万円)

建物 2,261

土地 648

合計 2,910

資産の種類 金額(百万円)

建物 2,100

土地 648

合計 2,749
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項目
前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

　３．偶発債務 　次の会社に対して保証を行ってお

ります。

　次の会社に対して保証を行ってお

ります。

　次の会社に対して保証を行ってお

ります。

 ㈱ヤザキシンメイ銀

行借入債務
130百万円

ノーリツ共済会銀行

借入債務
252

能率電子科技（香

港）有限公司銀行借

入債務

30

能率香港集団有限公

司銀行借入債務
100

ノーリツアメリカ

コーポレーション銀

行借入債務

（外貨建銀行借入債

務）

123

㈱エヌティーエス仕

入債務
14

関東産業㈱仕入債務 6

合計 656

㈱ヤザキシンメイ銀

行借入債務
100百万円

ノーリツ共済会銀行

借入債務
243

能率電子科技（香

港）有限公司銀行借

入債務

10

能率香港集団有限公

司銀行借入債務
100

ノーリツアメリカ

コーポレーション銀

行借入債務

（外貨建銀行借入債

務）

106

㈱エヌティーエス仕

入債務
16

関東産業㈱仕入債務 6

合計 582

㈱ヤザキシンメイ銀

行借入債務
  100百万円

ノーリツ共済会銀行

借入債務
229

能率電子科技（香

港）有限公司銀行借

入債務

10

能率香港集団有限公

司銀行借入債務
100

ノーリツアメリカ

コーポレーション銀

行借入債務

（外貨建銀行借入債

務）

456

㈱エヌティーエス仕

入債務
19

関東産業㈱仕入債務 5

合計 921

注４．中間期末日（期末日）

満期手形

　満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。当中間会計期間の末日が銀行休

業日のため、次の同日現在の満期手

形が残高に含まれております。

────── 　満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。当事業年度の末日が銀行休業日

のため、次の同日現在の満期手形が

残高に含まれております。

 受取手形 1,461百万円

支払手形 0

 受取手形 1,120百万円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

注１．営業外収益のうち主要

なもの

   

受取利息 32百万円   103百万円   67百万円

受取配当金 334 619 437

注２．営業外費用のうち主要

なもの

   

支払利息 19百万円   37百万円   43百万円

為替差損 　────── 164 139

注３．特別利益のうち主要な

もの

   

投資有価証券売却益 1百万円      ──────    1百万円

関係会社出資金売却益 6      ────── 6

注４．特別損失のうち主要な

もの

   

固定資産処分損 131百万円    108百万円    172百万円

投資損失引当金繰入額 　────── 765      ──────

ゴルフ会員権評価損 1

　なお、ゴルフ会員権評価損には貸

倒引当金繰入額０百万円が含まれ

ております。

2

　なお、ゴルフ会員権評価損には貸

倒引当金繰入額２百万円が含まれ

ております。

2

　なお、ゴルフ会員権評価損には貸

倒引当金繰入額１百万円が含まれ

ております。

減損損失 　──────   　────── 794百万円

製品事故処理費用 600百万円   　────── 1,678
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

注５．減損損失 　──────   　────── (1) 減損損失の概要

　当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しておりま

す。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

浴室・
厨房関
連機器
生産設
備

土地、
構築
物、機
械及び
装置、
工具器
具備品
ほか

茨城県
土浦市

698

浴室・
厨房関
連機器
生産設
備

機械及
び装
置、工
具器具
備品ほ
か

群馬県
前橋市

96

合計 　 　 794

(2) 減損損失を計上するに至った

経緯

　浴室・厨房関連機器生産設備は、

原料価格の高騰及び競争の激化に

よって収益性が著しく悪化したこ

とにより、投資の回収が困難と判

断されることから帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として計上いたしまし

た。

(3) 主な資産のグルーピング方法

　当社は、事業用資産については機

器別グループを基礎とし、賃貸用

資産及び遊休資産については個々

の資産ごとにグルーピングしてお

ります。

(4) 減損損失の内訳

構築物 42百万円

機械及び装置 217

土地 63

その他の固定資産 472

（工具器具備品、ソフトウェア

等）

(5) 回収可能価額の算定方法

　当社は、当該資産の回収可能価額

の算定については正味売却価額に

より測定しております。正味売却

価額は、土地・建物については不

動産鑑定士による不動産鑑定評価

額又は固定資産税評価額に基づい

て評価しております。その他の資

産については、正味売却価額を零

として減損損失を算定しておりま

す。

　６．減価償却実施額    

有形固定資産 1,172百万円 1,508百万円 3,034百万円

無形固定資産 424 324 785

長期前払費用 10 17 22

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）
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自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 2,949 2 － 2,952

合計 2,949 2 － 2,952

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 2,954 0 0 2,954

合計 2,954 0 0 2,954

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株及び減少０千株は、単元未満株式の買取りによる増加及び売渡しによ

る減少であります。

前事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度増加株式

数（千株）

当事業年度減少株式

数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

 普通株式　（注） 2,949 4 0 2,954

合計 2,949 4 0 2,954

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加４千株及び減少０千株は、単元未満株式の買取りによる増加及び売渡しによ

る減少であります。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引

に係る注記

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

 

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

中間期

末残高

相当額

(百万円)

工具器具

備品
82 42 39

ソフト
ウェア

49 43 5

合計 131 86 45

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

 

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

中間期

末残高

相当額

(百万円)

工具器具

備品
80 42 37

ソフト
ウェア

23 22 1

合計 103 64 39

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額

 

取得価

額相当

額

(百万円)

減価償

却累計

額相当

額

(百万円)

期末残

高相当

額

(百万円)

工具器具
備品

80 45 35

ソフト
ウェア

49 46 3

合計 130 91 38

 (2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料期末残高相当額

等

 １年以内 19百万円

１年超 26

合計 45

１年以内 22百万円

１年超 16

合計 39

１年以内 17百万円

１年超 21

合計 38

 　なお、取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左 なお、取得価額相当額及び未経過

リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定し

ております。

 (3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失の金額

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失の金額

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失の金額

 支払リース料 12百万円

減価償却費相当額 12

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額 10

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 22

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失

はありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

 (4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。
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（企業結合等関係）

　前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　当社は、平成19年５月24日に大成工業㈱及び信和工業㈱と株式交換契約を締結し、平成19年７月15日の株式交換の

効力発生により、両社を完全子会社化しました。

　なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 （１）中間連結財務諸表の（企業結合等

関係）」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 1,722円60銭      1,583円42銭      1,627円92銭

１株当たり中間純利益又

は中間（当期）純損失

（△）

６円83銭   △４円21銭   △26円02銭

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
－ － －

 　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、潜在株式がないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、潜在株式がなく、また中

間純損失のため記載してお

りません

　なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、潜在株式がなく、また当

期純損失のため記載してお

りません。

　注１．１株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間純利益又は中間（当期）

純損失
   

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）

（百万円）

326 △201 △1,244

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間純利益又は中間

（当期）純損失（△）

（百万円）

326 △201 △1,244

期中平均株式数（株） 47,846,567 47,843,121 47,845,736
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（重要な後発事象）

　前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　当社は、平成19年５月24日に大成工業㈱および信和工業㈱と株式交換契約を締結し、平成19年７月15日の株式交換

の効力発生により、両社を完全子会社化しました。

　なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 （１）中間連結財務諸表の（重要な後発

事象）」に記載のとおりであります。

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　該当事項はありません。

（２）【その他】

　平成20年８月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額……………………669百万円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………14円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年９月22日

　上記のほかに特記事項はありません。

（注）　平成20年６月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いま　　

        す。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第58期）（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）平成20年３月28日関東財務局長に提出。

（2）訂正発行登録書（株券、社債券等）及びその添付書類

平成20年３月28日関東財務局長に提出。

EDINET提出書類

株式会社ノーリツ(E02379)

半期報告書

65/70



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成19年９月20日

株式会社ノーリツ   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　浩一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松井　隆雄　　印

     

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ノーリツの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成

19年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変

動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ノーリツ及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成20年９月19日

株式会社ノーリツ   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　浩一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松井　隆雄　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 桂木　 茂 　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ノーリツの平成20年１月１日から平成20年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成20年１月１日

から平成20年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ノーリツ及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成19年９月20日

株式会社ノーリツ   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　浩一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松井　隆雄　　印

     

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ノーリツの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第58期事業年度の中間会計期間（平成19年１月１日から平成19

年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書につい

て中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ノーリツの平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年１月１日から平

成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成20年９月19日

株式会社ノーリツ   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　浩一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松井　隆雄　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 桂木　 茂 　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ノーリツの平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第59期事業年度の中間会計期間（平成20年１月１日か

ら平成20年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ノーリツの平成20年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年１月１日から平

成20年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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